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(57)【要約】
【課題】既知の寛骨臼カップ人工器官の設置器具の問題
点を克服する。
【解決手段】本発明は、カップ（１）及び一時的挿入物
（２）に係る。当該カップ及び一時的挿入物は夫々、そ
れらの周辺（７ａ）に沿って互いへと適合されてきつく
押されるよう構成される。一時的挿入物（２）は、一時
的挿入物（２）の外側表面とカップ（１）の内側表面と
の間における自由空間と外側で連絡するスルーホール（
１０）を有する。スルーホール（１０）において、イン
パクタのねじ山を付けられた端部が係合され得、設置さ
れる際にカップ（１）を操作する。シリンジは、係合さ
れ得、加圧下の液体が自由空間（９）へと注入され得る
ようにし、それによって、カップ（１）の内側表面を損
傷する危険性なく、カップ（１）から一時的挿入物（２
）を分離する。故に、カップは、カップ（１）の内側表
面を損傷する危険性なく設置される際に安全に操作され
得る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　寛骨臼カップ人工器官の設置手段のセットを組み立てる方法であって、
　前記セットは、
　－　カップと、
　－　インパクタと、
　－　前記カップを前記インパクタに締結するアダプタとを含み、
　前記カップは、その外側表面である凸状近位面と、その内側表面である凹状遠位面と、
周辺リップとによって境界を定められ、
　－　前記カップは、前記アダプタを前記カップに取り外し可能に固定し、前記アダプタ
が前記カップに固定されるや否や、前記アダプタと前記カップの前記内側表面との間に自
由空間を残す、第一固定手段を含み、
　－　前記アダプタは、前記アダプタを前記インパクタに取り外し可能に固定する第二固
定手段を含み、
　－　前記アダプタは、アクセスホールを含み、前記自由空間は、流体を圧力下で前記ア
クセスホールを通じて前記自由空間内に注入し得るよう、前記アクセスホールを通じて外
側と連絡し、
　－　前記カップ上の前記第一固定手段は、前記凹状遠位面を前記周辺リップに向かって
延在させる円筒形又は円錐形の環状保持表面を含み、
　－　前記アダプタ上の前記第二固定手段は、円筒形又は円錐形の環状係合表面を含み、
　－　前記環状保持表面及び前記環状係合表面は、同一の形状を有し、
　当該方法は、
　ａ）　前記アダプタの寸法を低減するよう前記アダプタを冷却するステップと、
　ｂ）　前記アダプタを前記カップ内に位置付けるステップと、
　ｃ）　前記アダプタが前記カップ内に配置されるや否や、前記アダプタの前記環状係合
表面が前記カップの前記環状保持表面内に流体密な方法で強制的に固定されるよう、前記
アダプタが室温に戻り、膨張することを可能にするステップとを含む、
　方法。
【請求項２】
　前記アダプタ及び前記カップが一体に固定されるや否や、ガンマ線を用いて前記アダプ
タ及び前記カップを殺菌するステップを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アダプタは、前記カップ内への前記アダプタの進入を制限するよう、前記カップの
前記周辺リップを軸方向に圧迫するよう構成される突き合わせ手段を含むことを特徴とす
る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記カップの前記凹状遠位面は、短い円筒形又は円錐形の環状保持表面によって拡張さ
れた、実質的に半球形であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記カップの前記環状保持表面は、少なくとも１つの環状溝を含み、前記アダプタの前
記環状係合表面は、前記環状溝内に係入されるよう構成される少なくとも１つの対応する
環状リブを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記アダプタを前記インパクタに固定するための前記第一固定手段は、前記インパクタ
の対応するねじ部にねじ込まれるための、前記アダプタにおけるねじ固定ホールを含むこ
とを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記カップの内側表面と前記アダプタとの間の前記自由空間への前記アクセスホールは
、シリンジの端部の流体密封係合するよう適合及び寸法決定されることを特徴とする、請
求項１に記載の方法。
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【請求項８】
　前記アダプタの前記アクセスホールは、前記インパクタの対応するねじ部が前記アダプ
タ内にねじ込まれることを可能にすることによって、アダプタ固定ホールの機能を充足す
るようねじ山が付けられることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記インパクタは、軸方向パッセージを備える管状ハンドルを含み、液体と該液体を前
記自由空間内に送り込むピストンロッドとを前記軸方向パッセージ内に導入し得ることを
特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アダプタは、一時的な試行挿入物であり、前記アダプタの遠位面に、大腿部人工器
官の頭部の係合を可能にするよう寸法決定される半球形の空洞を含むことを特徴とする、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アダプタの前記アクセスホールは、前記半球形の空洞の下部に配置されることを特
徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アダプタは、ポリエチレンから成ることを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記セットは、前記アダプタにおけるねじ固定ホール内にねじ込むためのねじ部を有す
るインパクタを更に含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記インパクタは、前記ねじ部の底部に、前記アダプタの対応する半球形の空洞内に収
容されるよう適合及び寸法決定される半球形部分を更に含むことを特徴とする、請求項１
２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記アダプタとカップとの組立体は、密封された保護エンベロープ内に無菌状態でパッ
ケージされることを特徴とする、請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、股関節の自然寛骨臼カップを置換するよう意図される人工寛骨臼カップを設
置する器具に係る。
【背景技術】
【０００２】
　全股関節人工器官は、球体関節（ｂａｌｌ－ｊｏｉｎｔ）を構成する２つの部分、即ち
、股関節の自然寛骨臼カップを置換するよう意図されるメス部と、大腿骨頭を置換するよ
う意図されるオス部とを有する。
【０００３】
　該関節（ｊｏｉｎｔ）のオス部は一般的に、大腿骨の髄管へと進入するよう意図される
ロッドを有し、その近位端部は、寛骨臼カップへと進入するよう意図される球形の頭部に
対してネック部によって接続される。
【０００４】
　関節のメス部は、股関節の自然寛骨臼カップを置換しなければならず、一般的に寛骨臼
カップと称される。該メス部は通常、凸状近位面と凹状遠位面とを有する半球形金属カッ
プを有する。凸状近位面は、骨盤骨において準備された寛骨臼窩（ａｃｅｔａｂｕｌａｒ
　ｃａｖｉｔｙ）に収容される。凹状遠位面は、ポリエチレン又はセラミック等の低い摩
擦係数を有するプラスチック材料から作られる挿入物の半球形凸状近位面を受ける。該挿
入物自体は、関節のオス部の球形頭部を受ける同軸半球形の遠位空洞（ｃａｖｉｔｙ）を
有する。
【０００５】
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　単一可動性人工器官は、既に与えられている。該人工器官において、ポリエチレン又は
セラミックの挿入物は、金属カップの凹状遠位面において固定される。関節の回転動作は
、人工器官のオス部の球形頭部と、挿入物の半球形遠位空洞との間において発生する。
【０００６】
　二重（ｄｕａｌ）可動性人工器官はまた、既に提案されている。該人工器官において、
ポリエチレン又はセラミックの挿入物自体は、金属カップの凹状遠位面において回転に対
する何らかのキャパシティを有する。そのため、関節の回転動作は、一方では挿入物の凸
状近位面と金属カップの凹状遠位面との間で発生し、他方では、挿入物の半球形の遠位空
洞とオス関節部の球形頭部との間で発生する。
【０００７】
　あらゆる場合において、１つの問題は、骨における寛骨臼窩において金属カップを位置
付け且つ固定することである。寛骨臼窩へのカップの適合及び固定の品質は実際に、人工
器官の寿命、即ち、骨と金属カップとの間の接続の耐久性にとって必須である。
【０００８】
　したがって、寛骨臼窩においてカップを設置する際、インパクタを使用することが可能
でなければならない。該インパクタは、骨における寛骨臼窩へとカップを動かすよう力を
適用し、カップの向きを調整するよう回転トルクを適用し、また特には、セメントがカッ
プの凸状近位面と骨における寛骨臼窩との間で固まるよう十分に長くカップを固定位置に
おいて保持するよう、使用される。続いて、寛骨臼窩へのカップの固定の品質を低下させ
ることないよう、カップに対して力を加えることなくインパクタを引き出すことが可能で
なければならない。
【０００９】
　しかしながら、特には、カップの凹状遠位面が完全に平坦でなければならない摺動表面
を構成し、またこの目的に対して一般的に鏡面磨きを受ける、二重可動性人工器官の場合
において、挿入物がカップにおいて自由にピボットできるよう、カップを寛骨臼窩へと設
置する器具によるカップの凹状遠位面の劣化の全ての危険性を防止することは、必須であ
る。例えば、半径方向に膨張及び収縮することができる器具、及び設置中にカップを保持
するためのカップの凹状遠位面の複数の不連続の範囲上のベアリング（ｂｅａｒｉｎｇ）
は、カップの凹状遠位面の永久的及び局所的な変形、又は不十分な保持力を必然的にもた
らすため、この保持方法は、好ましくない。
【００１０】
　ＥＰ　０　５０４　５２１　Ａ１（特許文献１）は、カップの凹状遠位面へとクリップ
留めする凸状近位面を有するインパクタを与える、ことを記載する。カップを寛骨臼窩へ
と固定した後、インパクタは、カップの凸状遠位摺動面の中心上で軸方向に位置して（ｂ
ｅａｒｓ）執刀医によって操作されるトリガを用いて動かされる摺動軸方向バーを用いて
、カップから分離される。摺動バーのベアリング係合（ｂｅａｒｉｎｇ　ｅｎｇａｇｅｍ
ｅｎｔ）は、カップの摺動面を局所的に劣化させるが、これは好ましくない。
【００１１】
　ＦＲ　２　８０９　３０５　Ａ１（特許文献２）は、頭部とカップの凹状遠位面との間
に残される自由空間において真空を作り出すことによって、インパクタの端部における頭
部上へとカップを保持する、ことを記載する。この目的に対して、インパクタのボディは
、手動で作動されるピストンポンプを備えられる。該ピストンポンプは、頭部を通過する
ホールを介して自由空間から空気を吸引するよう使用される。Ｏリングは、自由空間へ空
気が入ることを妨げる。衝撃力は、自由空間の周囲でカップの凹状遠位面部分に対して頭
部によって加えられる。装置は、多くの部品の組立てを必要とし、複数のガス密封手段を
有する複雑なものであり、該文献は、不均等なベアリング応力の結果であるカップの凹状
遠位面の変形に関する問題について、言及及び解決していない。
【００１２】
　凹状遠位面状でのベアリング無しでカップを保持する多種の他の手段は、想定されてい
る。第１のかかる手段は、カップをその円形リップ部及び外部表面の近接する部分によっ
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て保持する、ことを有する。しかしながら、これは、カップの周囲の保持範囲における骨
を局所的に劣化させ、骨におけるカップのその後の保持を弱める。
【００１３】
　ＵＳ　４，６３２，１１１　Ａ（特許文献３）は、アンダーカットカップを固定するた
めに使用されるよう適合される手段を記載する。インパクタは、ハンドル部の端部におい
て取り付けられ、カップの凹状遠位面において係合する、半球形頭部を有する。環状フラ
ンジは、ハンドル部上を摺動するよう取り付けられ、また、ハンドル上へとねじ込まれる
軸受け筒（ｂｕｓｈ）によって頭部に向かって押される。エラストマリングは、頭部とフ
ランジとの間で軸方向に圧縮され、半径方向に膨張し、故にインパクタを固定するようカ
ップの凹状遠位面の環状アンダーカット部に対して位置するようになる。軸受け筒は、フ
ランジを引き出し、エラストマリングを待避させ、続いてインパクタを引き出すよう、ね
じをはずされる。この装置は、比較的多数の部品の組立てを有して複雑であり、アンダー
カットではないカップの固定に対しては適していない。更には、ねじ込み操作は、寛骨臼
窩への固定の品質を劣化させる危険性を有する、カップ上の望ましくないトルクをもたら
す。
【００１４】
　ＤＥ　１９６　２８　１９３　Ａ（特許文献４）は、周辺Ｏリングを有するインパクタ
頭部、及びカップの下部を進入するホールにおいて係合するセンタリングほぞを記載する
。この進入されたカップ構造は、二重可動性人工器官に対して適用可能ではない。
【００１５】
　故に、現時点で既知であるカップ設置器具は、カップ又は近接する骨を劣化させること
なく骨において、カップの十分な保持にその自由方向性及び十分なベアリング係合を与え
ない。
【００１６】
　カップを寛骨臼窩において設置した後、執刀医は一般的に、試行挿入物（ａ　ｔｒｉａ
ｌ　ｉｎｓｅｒｔ）をカップへと適合させる必要がある。この挿入物は、人工器官の恒久
的挿入物と実質的に同一の形状を有し、１回又は複数回、関節のオス部を受けるよう意図
される。これによって執刀医は、関節のオス部の複数の寸法を試し、可動性のテストを実
行することができる。目的は、執刀医が関節のオス部の最も適切な寸法を患者の形態（ｍ
ｏｒｐｈｏｌｏｇｙ）に応じて選択することができるようにすること、である。執刀医は
続いて、関節の選択されたオス部の頭部が収容される恒久的挿入物を適合させるよう、試
行挿入物を除去する。
【００１７】
　したがって、かかる操作に対して、上述された特許文献中に記載される装置を使用する
と、執刀医は、使用可能である組み立てられるべき比較的多数の部品を有さなければなら
ず、各部品は無菌にされている必要がある。各部品とは、寛骨臼カップ人工器官、試行挿
入物、恒久的挿入物、複数の人工器官オス部、及びカップを設置中に保持する複雑な器具
、である。特に、上述された文献は全て、試行挿入物が大腿頭部を受けることができる、
インパクタ頭部の試行挿入物機能を記載しないか、あるいは与えない。
【００１８】
　患者が多種の寸法を有することを前提とすると、執刀医は、比較的多数の部品のストッ
クを必然的に有さなければならず、このようにして関連される全体量が増大する。
【特許文献１】ＥＰ　０　５０４　５２１　Ａ１
【特許文献２】ＦＲ　２　８０９　３０５　Ａ１
【特許文献３】ＵＳ　４，６３２，１１１　Ａ
【特許文献４】ＤＥ　１９６　２８　１９３　Ａ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明は、既知の寛骨臼カップ人工器官の設置器具の問題点を回避することを目的とす



(6) JP 2012-120870 A 2012.6.28

10

20

30

40

50

る。該問題は、カップを操作するインパクタ上でカップの機械的に強い保持力を合わせる
新しい器具構造を提案すること、及びそれを寛骨臼窩において設置すること、によって避
けられ、該器具によるカップの凹状遠位面の変形又は劣化は全く無い。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明に従った手段を有して、カップの凹状遠位摺動表面を劣化させることなく、並び
に、カップの外部表面上の不要なもの又はカップの周囲で骨の周辺範囲の劣化がないよう
、寛骨臼窩へとカップを詰め込む（ｉｍｐａｃｔ）こと、それを適切且つ十分に方向付け
ること、及び、それを寛骨臼窩へと正確に適合させること、を可能にしなければならない
。
【００２１】
　本発明に従った手段は、単一可動性人工器官及び二重可動性人工器官の区別無く、適用
可能でなければならない。
【００２２】
　本発明の他の目的は、執刀医が人工器官を設置する際に組み立てなければならない無菌
部品の数を低減させる、ことである。故に、器具のストックは低減され得、且つ執刀医の
作業が促進され得る一方、手術に関連付けられるリスクは低減される。
【００２３】
　本発明の他の目的によれば、高品質のカップの骨への固定を保証するために、カップが
固定されるところの骨に対する平行移動又は回転においてカップを動かす傾向がある機械
的応力をカップに与えることなく、カップから器具を分離することが可能でなければなら
ない。
【００２４】
　上述及び他の目的を達成するために、本発明は、一式の寛骨臼カップ人工器官設置手段
を提案する。当該手段は、凸状近位面によって境界を定められるカップ、摺動表面を有す
る凹状遠位面、及び周辺リップを有し、更には、インパクタに対してカップを固定するア
ダプタを有する。該アダプタは：
　・　アダプタをインパクタに対して取外し可能に固定する固定手段、
　・　アダプタがカップに対して固定され次第、アダプタとカップとの間に自由空間を残
す、カップ上の固定手段、
　・　アダプタとカップとの間の自由空間が外側と連絡するところのアクセスホール、
　を有し、
　・　カップは、その凹状遠位面上に、摺動表面を周辺リップに向かって延在させる円筒
形又は僅かに円錐形の環状保持表面を有し、
　・　アダプタは、カップの環状保持表面と同一の形状である、円筒形又は僅かに円錐形
の環状係合表面を有し、
　・　その結果、アダプタは、カップの環状保持表面において半径方向にグリップされる
環状係合表面を有して、流体密封に強制的に保持され得る。
【００２５】
　アダプタは、その周辺でカップにおいて流体気密に強制的に保持されるよう適合される
ため、摺動表面から離れて、カップの凹状遠位面の環状保持表面上にのみ位置し（ｂｅａ
ｒｓ）、カップの摺動表面上での不整の生成を避ける。
【００２６】
　更には、自由空間がアダプタとカップとの間に残されるため、アダプタは、その環状係
合表面によって流体気密にカップにおいて強制的に保持される。また、アダプタがアクセ
スホールを有するため、アダプタは続いて、有利には加圧下の液体である加圧下の流体を
該アクセスホールを介して、アダプタとカップとの間のアダプタの自由空間へと注入する
ことによって、カップからその後引き出され得る。加圧下の流体は、カップからアダプタ
を取り出す対称性の軸方向の合成力を生み出し、流体圧力であるために定期的に分配され
る機械的応力を、カップの摺動面に対して適用する。これはまた、カップの摺動表面の局
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所的変形を避け、カップに対する静止摩擦応力、振動応力、又は回転応力の適用を防ぐ。
【００２７】
　カップにおけるアダプタの強制的不動化は、アダプタの強い締結、及びインパクタ上へ
のカップの強い締結を確実にするよう十分であり得る。
【００２８】
　更には、いずれの場合でも、カップへのアダプタの進入が制限されるよう、カップの周
辺リップ上で軸方向に支えるよう意図されるアダプタ上の突き合わせ手段（ａｂｕｔｍｅ
ｎｔ　ｍｅａｎｓ）を与えること、が望まれ得る。インパクタは続いて、アダプタに対し
てより高い詰込み力（ｉｍｐａｃｔｉｎｇ　ｆｏｒｃｅ）を与え得る。該力は、一方では
カップにおいて係合されるアダプタの環状表面によって、他方では、カップの周辺リップ
上に位置する（ｂｅａｒｉｎｇ）突き合わせ手段によって、カップに対して伝えられる。
【００２９】
　アダプタに対するカップの強化された締結は、有利には、少なくとも１つの環状溝を有
するカップの環状保持表面、並びに、環状溝において係合されるよう適合される少なくと
も１つの対応する環状リブを有するアダプタの環状係合表面によって、得られ得る。溝及
びリブの深さは、締結を強化するがその後のカップからのアダプタの分離は脅かさないよ
う、比較的小さくされ得る。
【００３０】
　カップは、望ましくは、実質的に半球形である摺動表面を有する。該表面は、有利には
鏡面磨きをされ、短い円筒形又は僅かに円錐形である環状保持表面によって延在される。
続いてアダプタは、カップの摺動表面ではない環状保持表面上に位置することができ、半
球形摺動表面に対して与えられる機械的応力を低減する。
【００３１】
　アダプタは、いずれの手段によってもインパクタに対して締結され得る。しかしながら
、アダプタをインパクタに対して固定する手段は、アダプタにおいてねじ固定ホールを有
してインパクタの対応するねじ部においてねじ込むようにする、ことが望まれ得る。固定
ホールは、アクセスホールではない場合はブラインドホールでなければならない。
【００３２】
　本発明に従ったアダプタは、インパクタとカップとの間において接続手段として使用さ
れる。
【００３３】
　しかしながら、アダプタは、大腿部人工器官の頭部の係合を可能にするよう寸法決定さ
れる半球形空洞を遠位面上に有するアダプタを与えることによって、第２の機能、即ち一
時的試行挿入機能を有し得る。半球形空洞は、特に二重可動性人工器官の場合において、
アダプタの凸状近位面と同心であり得る。特定の試行挿入物をアダプタから分離する必要
がもはや無いため、これは、人工器官を設置するよう執刀医によって組み立てられるべき
部品の数を明らかに低減する。
【００３４】
　カップとアダプタとの間の自由空間に対するアクセスホールは、シリンジの端部の流体
気密の係合に対して有利に適合及び寸法決定される。このようにして、加圧下の流体は、
執刀医には一般的に使用され得る器具である単純なシリンジを用いて、更なる器具を必要
とすることなく注入される。
【００３５】
　アダプタのアクセスホールは、望ましくは、ねじ山を付けられ得、インパクタの対応す
るねじ部がアダプタへとねじ込まれるようにし得ることによって、アダプタ固定ホール機
能を同時に実行する。
【００３６】
　アダプタのアクセスホールは続いて、大腿部人工器官の頭部の係合を可能にするよう寸
法決定された半球形空洞の下部において有利に位置決めされ得る。
【００３７】
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　既知の人工器官においてと同様に、試行挿入物型のアダプタは、ポリエチレンを有して
作られ得る。他方では、恒久的挿入物は、ポリエチレン又はセラミックを有して作られ得
る。
【００３８】
　更には、アダプタにおけるねじ固定ホールへとねじ込むようねじ部を有するインパクタ
は、与えられる。
【００３９】
　望ましくはインパクタは、ねじ部の底部において、半球形部分を更に有する。該半球形
部分は、アダプタの対応する半球形空洞において収容されるよう、適合及び寸法決定され
る。これによって、インパクタとアダプタとの間において機械的応力のより一定の分配が
与えられる。該応力は、比較的高く、カップを寛骨臼窩へと詰め込む際に発生する。
【００４０】
　本発明によれば、カップの環状保持表面において流体気密であるよう前に強制的に不動
化された環状係合表面を有する一時的試行挿入型アダプタは、執刀医に対して有利に供給
され得る。この組立体は、有利には、密封された保護エンベロープにおいて無菌にパッケ
ージされる。
【００４１】
　製造工場において実行され得るアダプタ及びカップの組立て時において、有利に使用さ
れ得るのは、以下の一連の段階、
　ａ）　アダプタをその寸法を低減するよう冷却する段階、
　ｂ）　カップにおいてアダプタを位置付ける段階、
　ｃ）　アダプタの環状係合表面がカップの環状保持表面において流体気密であるよう強
制的に不動にされるよう、アダプタがカップにおいて配置され次第膨張するよう室温に戻
ることを可能にする段階、
　である。
【００４２】
　好ましくは、アダプタ及びカップが共に締結され次第、ガンマ線を用いてアダプタ及び
カップを殺菌する段階が、更に与えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　カップを設置した後、加圧下の流体、有利には、加圧下の液体がアクセスホールを通じ
てアダプタとカップとの間の自由空間内に注入されるステップによって、アダプタをカッ
プから分離し得る。
【００４４】
　本発明の他の目的、特徴、及び有利点は、添付の図面を参照して、特定の実施例に関す
る以下の説明から明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】固着及び一時的試行挿入物型アダプタが強制的に係合される寛骨臼カップ人工器
官を有する本発明の一実施例に従った組立体の斜視図である。
【図２】密封保護エンベロープへと挿入される、図１中の組立体の側面図である。
【図３】図１中の組立体の前面図である。
【図４】図３中の線Ａ－Ａに沿ってとられた直径断面における側面図である。
【図５】図４中の挿入カップ組立体の一時的挿入において係合されるインパクタを示す断
面における側面図である。
【図６】本発明に従った挿入カップ組立体における一時的挿入物のパッセージにおいて係
合されるシリンジを示す断面における側面図である。
【００４６】
　図１乃至図４中に示される実施例では、寛骨臼カップ人工器官設置器具は、固着（ｉｍ
ｐａｃｔｉｏｎ）及び一時的試行挿入物として適合されるカップ１及びアダプタ２を有す
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る。
【００４７】
　カップ１は、骨盤骨における寛骨臼窩へと固定されるよう意図される恒久的なカップを
構成する。
【００４８】
　他方では、アダプタ２は、カップ１とインパクタとの間の中間部分の機能を少なくとも
有する。インパクタは、カップ１を寛骨臼窩において設置する際にカップ１を操作するよ
う使用される。アダプタ２は、続いて恒久的挿入物と置換されるよう意図される。
【００４９】
　カップ１は、比較的薄い壁を有する半球形であり、図４においてより明らかに見られる
通り一般的に半球形を有する凸状近位面３、任意で固定フィン４、及び凹状遠位面５を有
する。該遠位面５は、周辺リップ６まで延在する円筒形又は僅かに円錐形の環状保持表面
５ｂによって延在される半球形摺動表面５ａを有する。
【００５０】
　カップ１の半球形表面５ａは、完全に平坦且つ一定であり、摺動表面を構成するよう、
望ましくは鏡面磨きをされる。該表面において、カップ１が寛骨臼窩において適合された
後にカップ１へと続いてもたらされる半球形の恒久的挿入物は、完全にピボットし得る。
【００５１】
　アダプタ２は、凸状近位面７及び半球形空洞８を有する遠位面１１によって境界を定め
られる、全般的に円形を有する。
【００５２】
　アダプタ２の凸状近位面７は、円筒形又は僅かに円錐形の環状係合表面７ａ、及びカッ
プ１の半球形摺動表面５ａを有する半球形から奥まって設置される中央ドーム７ｂを有す
る。この結果、図４中に示される強制的に適合された位置において、一時的挿入物２とカ
ップ１との間に自由空間９が残る。
【００５３】
　環状係合表面７ａは、環状保持表面５ｂの形状に対応する形状、及び、カップ１の環状
保持表面５ｂにおいて強制的に保持される直径を有する。そのため、アダプタ２及びカッ
プ１は、互いに対する相対運動なく、高い機械的応力に耐え得るサブ組立体を構成するこ
とができる。該高い機械的応力は、カップが寛骨臼窩において設置される際に、カップに
対して与えられなければならない力より大きい。
【００５４】
　図５及び図６中、環状係合表面７ａ及び環状保持表面５ｂは、平坦である。
【００５５】
　あるいは、図４の実施例において、カップ１の環状保持表面５ｂは、少なくとも１つの
環状溝５ｃを有し、アダプタ２の環状係合表面７ａは、環状溝５ｃにおいて係合されるよ
う適合された少なくとも１つの対応する環状リブ７ｃを有する。
【００５６】
　アダプタ２の半球形空洞８は、大腿関節のオス部の球体関節頭部を受けるよう寸法決定
される。それ故にアダプタ２は、一時的試行挿入物を構成し得る。
【００５７】
　アクセスホール１０は、アダプタ２の下部にあり、該ホールを介してアダプタ２とカッ
プ１との間の自由空間９は外側と連絡する。
【００５８】
　アダプタ２の遠位面１１は、円形の周辺リブ１２によって側面に位置される。該リブは
、図４中に示される強制的に適合される位置においてカップ１の周辺リップ６上に位置す
る突き合わせ手段を構成する。この結果、周辺リブ１２は、カップ１へのアダプタ２の更
なる進入を妨げる。図中示される実施例では、アクセスホール１０はまた、インパクタを
取外し可能に固定する手段を構成する。この目的に対して、アクセスホールは雌ねじ１０
ａを有する。
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【００５９】
　これより図５を参照する。該図は、カップ１，一時的試行挿入型のアダプタ２、アダプ
タ２の半球形空洞８、及びねじアクセスホール１０を再度示す。
【００６０】
　この図はまた、ハンドル１３ａ、ステム１３ｂ、及びアクセスホール１０へとねじ込ま
れるねじ端部１３ｃを有するインパクタ１３を示す。インパクタ１３は望ましくは、ねじ
部１３ｃの端部において、半球形部分１３ｄを有する。該半球形部分は、アダプタ２の対
応する半球形空洞８において収容されるよう適合及び寸法決定される。故に、インパクタ
１３は、寛骨臼窩への挿入及び位置付け中に、カップ１を操作するよう使用される。
【００６１】
　図６は、カップ１からアダプタ２を分離する段階を示す。この実施例において、シリン
ジ１４は、生理血清等である適切な液体を有して、並びにアダプタ２のアクセスホール１
０において流体気密に係合される端部１４ａを有して与えられる。シリンジ１４は続いて
、加圧下の液体を自由空間９へと注入するよう使用され、カップ１からアダプタ２を分離
させる。
【００６２】
　あるいは、補助的なシリンジの使用を避けるよう、インパクタ１３は、管状ハンドルを
有し得る。故に図５は、軸方向のパッセージ１３ｅを有するインパクタ１３を示す。分離
段階中、液体は、軸方向パッセージ１３ｅへ、続いて自由空間９へと液体をもたらすピス
トンロッド１３ｆへともたらされ得る。
【００６３】
　図中示される実施例では、アダプタ２は、半球形空洞８を有し、一時的試行挿入物の機
能を実行する。しかしながら、本発明の範囲から逸脱することなく、アダプタ２は、かか
る半球形空洞を有さず、インパクタ１３を用いて寛骨臼窩においてカップ１を位置付ける
ようアダプタとしての役割のみを果たす。
【００６４】
　同様に、図示される実施例では、アクセスホール１０は、アダプタ２に対してインパク
タ１３を固定する手段として同時に働く。あるいは、ホールは、インパクタ１３を固定す
るようアダプタ２の中心部分において与えられ得る。一方で、流体を注入するアクセスホ
ール１０は、動かされ得る。インパクタを固定するホールは、この場合、ブラインドホー
ルでなければならない。
【００６５】
　本発明に従った器具の使用は、以下において説明される。
【００６６】
　工場では、アダプタ２は、以下の段階を有する手順によってカップ１へと組み立てられ
得る。
ａ）　アダプタ２は、その寸法を僅かに低減するよう十分に低い温度まで冷却される。該
寸法は、最初はアダプタ２の環状係合表面７ａの直径が同一温度においてカップ１の環状
保持表面５ｂの直径より僅かに大きいようにされる。アダプタ２の温度を低下することは
、それ自体は室温のままにとどまるカップ１の入口との係合を促進するよう、アダプタの
外径を低減させる。
ｂ）　続いてアダプタ２は、周辺リブ１２が周辺リップ６で終端となるよう、カップ１に
おいて位置付けられる。
ｃ）　カップにおいて配置され次第、アダプタ２は、それを拡大するよう室温まで戻るこ
とを可能にされる。そのため、アダプタ２は、環状係合表面７ａによってカップ１におい
て流体気密であるよう強制的に適合及び強制的に保持される。
【００６７】
　アダプタ－カップ組立体は続いて、密封された保護エンベロープ１５（図２参照）にお
いてガンマ線によって殺菌される。この瞬間から先、アダプタ－カップ組立体は、密封保
護エンベロープ１５において殺菌状態にてパッケージされる。
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【００６８】
　使用の場所、即ち手術室において、執刀医は、密封保護エンベロープ１５を取り除き、
無菌のインパクタ１３をアクセスホール１０へとねじ込み得る。執刀医は続いて、インパ
クタ１３及び強制的に適合されたアダプタ２を操作し得、カップ１に対して位置付け及び
方向付けに必要である全ての機械的応力を与える。
【００６９】
　執刀医は続いて、インパクタ１３のねじを外して取り除く。
【００７０】
　執刀医は続いて、一時的試行挿入物としての役割を果たす、一時的挿入物型の球体関節
頭部を、アダプタ２の半球形空洞８へと適合し得る。
【００７１】
　人工器官のオス部が選択され次第、執刀医は、図６中に示されるシリンジ１４を用いて
、あるいは、図５中に示すピストンロッド１３ｆ及び軸方向パッセージ１３ｅを有するイ
ンパクタ１３へと、加圧下の液体又は他の流体をもたらすことによって、一時的挿入物２
をカップ１から取り外し得る。
【００７２】
　執刀医は続いて、寛骨臼窩において適所にあるカップ１へと恒久的挿入物を適合させる
。
【００７３】
　上述された全ての操作は、カップ１の半球形摺動表面８の変形の危険性を有さず、また
カップ１上の所望されない力を有さず、実行される。
【００７４】
　本発明は、明記されてきた実施例に制限されず、また、添付の請求項の範囲内での変形
及びその一般化を包含するものである。
【符号の説明】
【００７５】
１　　　カップ
２　　　アダプタ
３　　　凹状近位面
４　　　固定フィン
５　　　凹状遠位面
５ａ　　半球形摺動表面
５ｂ　　環状保持表面
５ｃ　　環状溝
６　　　周辺リップ
７　　　凸状近位面
７ａ　　環状係合表面
７ｂ　　中央ドーム
７ｃ　　環状リブ
８　　　半球形空洞
９　　　自由空間
１０　　アクセスホール
１０ａ　雌ねじ
１１　　遠位面
１２　　周辺リブ
１３　　インパクタ
１３ａ　ハンドル
１３ｂ　ステム
１３ｃ　ねじ端部
１３ｄ　半球形部分
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１３ｅ　パッセージ
１３ｆ　ピストンロッド
１４　　シリンジ
１４ａ　端部
１５　　保護エンベロープ

【図１】

【図２】

【図３】
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